
筍
子
に
お
け
る
「
欲
」
と
「
物
」

岡

本

光

生
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問
題
の
提
起

「
墨
子
」
は
、
「
衣
食
の
財
」
と
の
関
係
に
お
い
て
人
間
と
禽

獣
と
の
あ
り
方
を
比
較
し

今
、
人
固
與
禽
獣
・
嘩
鹿
・
輩
鳥
・
貞
銀
異
者
也
。
今
之

禽
獣
・
嘩
鹿
・
輩
烏
・
貞
最
、
因
其
羽
毛
以
爲
衣
装
、
因
其

蹄
蚤
以
爲
綺
履
、
~
因
其
水
草
以
爲
飲
食
。
~
故
唯
使
雄
不
耕
稼

樹
藝
、
雌
亦
不
紡
績
織
維
、
衣
食
之
財
固
已
具
芙
。
今
、
人

與
此
異
者
也
。
頼
其
力
者
生
、
不
頼
其
力
者
不
生
。
君
子
不

握
鱸
治
、
即
刑
政
飢
、
賤
人
不
張
從
事
、
部
財
用
不
足
。

（

非

樂

上

）

~

~

~

手

~

．

と
述
べ
、
「
衣
食
の
財
」
を
生
来
的
に
欠
如
さ
せ
~
、
》
「
力
」
に
よ

っ
て
そ
れ
を
生
産
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
と
し
て
人
間
を

把
握
し
、
生
来
的
に
そ
れ
を
具
備
し
た
禽
獣
と
区
別
し
て
い

る

。

《

》

‐

〕

一

；

《

し
か
る
に
「
筍
子
」
は
富
国
篇
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
「
墨

子
」
の
認
識
を
「
墨
子
之
言
昭
昭
然
爲
天
下
憂
不
足
、
夫
不
足

非
天
下
之
公
患
也
Ｃ
特
墨
子
之
私
憂
過
計
也
」
到
芝
批
判
し
、

埼
玉
工
大
研
究
紀
要

筍
子
に
お
け
る
~
「
欲
」
~
と
~
~
「
物
」

~

~

岡

~

本

光

，

生

~~~~~
ｐ
１
ｉ
ｊ
君
亜
Ｊ
申

。

ご

已

~

~

~

「
衣
食
の
財
」
は
決
し
て
不
足
す
る
《
」
と
は
な
い
、
不
足
す
る

と
考
え
る
の
は
「
墨
子
」
の
思
い
過
ご
し
に
し
か
す
ぎ
な
い
と

す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
然
の
生
産
力
は
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に

豊

か

だ

か

ら

で

あ

る

。

~

~

ゞ

今
是
土
之
生
五
穀
也
、
入
善
治
之
、
則
畝
數
盆
、
》
一
歳
而

再
獲
之
、
然
後
瓜
桃
棗
李
、
一
本
數
以
盆
皷
、
然
後
輩
茱
百

疏
、
以
澤
量
、
然
後
六
畜
禽
獣
、
一
而
割
車
、
竈
壼
・
魚
鼈

．
鱸
値
以
時
別
、
一
而
成
群
、
然
後
飛
鳥
・
鳧
雁
若
煙
海
、

然
後
昆
録
萬
物
生
其
間
、
可
以
相
食
養
者
、
不
可
勝
數
也
。

~
夫
天
地
之
生
萬
物
也
、
固
有
餘
足
以
食
人
実
。
肺
葛
繭
糸
、

鳥
獣
之
羽
毛
歯
革
也
、
固
有
餘
足
以
衣
人
芙
。
~
夫
不
足
非
天

↑
』
下
之
公
患
也
。
特
墨
子
之
私
憂
過
計
也
。
（
富
國
）

「
筍
子
」
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
、
｜
自
然
の
産
出
す
る
「
衣
食
の

財
」
は
、
~
「
固
有
餘
足
以
食
人
芙
」
、
「
固
有
餘
足
以
衣
人
突
」
が

人
間
の
消
費
す
る
必
要
量
を
は
る
か
に
越
え
、
そ
の
余
剰
は

若
是
則
萬
物
得
其
宜
、
事
愛
得
其
應
、
上
得
天
時
、
下
得

ゞ
地
利
、
、
中
得
人
和
、
財
貨
潭
潭
如
泉
源
、
坊
坊
如
河
海
、
暴
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暴
如
丘
山
、
不
時
焚
僥
無
所
減
之
。
（
富
國
）

と
い
う
状
況
だ
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
自
然
の
生
産
力
が
ほ
と
ん
ど
無
限
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
「
筍
子
」
に
あ
っ
て
欲
求
の
対
象
と
さ
れ
る
「
物
」

は
無
限
に
供
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
従
っ
て
欲
求
の
充
足

が
、
対
象
の
稀
少
性
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
と
い
う
事
態
は
生

じ
な
い
。
た
と
え
人
間
が
他
者
と
か
か
わ
る
こ
と
が
必
然
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
対
象
が
無
限
に
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
間
の
お
も
む
く
ま
ま
の
欲
求
の
追
求
は
、
他
者
の
同
質
の
欲

求
を
損
な
う
こ
と
な
く
完
全
に
充
足
さ
れ
、
他
者
と
の
対
立
を

引
き
起
こ
さ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
~

し
か
し
、
「
筍
子
」
は
、
ま
た
欲
求
と
そ
の
対
象
を
め
ぐ
っ

て
の
他
者
と
の
対
立
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
も
述
べ
る
。

夫
貴
爲
天
子
、
富
有
天
下
、
是
人
情
之
所
同
欲
也
。
然
則

從
人
之
欲
、
則
勢
不
能
容
、
物
不
能
贈
也
。
（
榮
辱
）

あ
る
い
は

勢
位
齊
而
欲
悪
同
、
物
不
能
婚
、
則
必
争
。
争
則
必
飢
、

凱
則
窮
突
。
（
王
制
）

ま
た

天
下
害
生
縦
欲
。
欲
悪
同
物
、
欲
多
而
物
寡
、
寡
則
必
争

芙
。
（
富
國
）

と
も
述
べ
る
。

こ
れ
ら
の
記
述
で
は
、
ま
ず
人
間
の
欲
望
の
同
質
性
が
語
ら

れ
、
次
に
「
物
」
の
稀
少
性
に
よ
っ
て
欲
望
の
充
足
が
制
約
さ

れ
、
従
っ
て
欲
望
の
あ
く
な
き
追
求
は
、
他
者
と
の
対
立
・
紛

争
を
引
き
起
す
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
物
」

の
稀
少
性
を
原
因
と
し
て
、
そ
の
意
味
で
は
経
済
的
な
問
題
を

原
因
と
し
て
人
と
人
と
の
対
立
が
生
ず
る
、
と
い
う
の
で
あ

る
。

こ
う
し
た
認
識
は
、
す
で
に
述
べ
た
自
然
の
生
産
力
を
ほ
と

ん
ど
無
限
に
近
い
水
準
で
捉
え
、
従
っ
て
物
の
稀
少
性
の
問
題

は
解
消
し
た
と
す
る
認
識
と
、
す
く
な
く
と
も
表
面
上
は
矛
盾

す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

小
稿
は
、
「
欲
」
と
「
物
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
「
筍
子
」

の
議
論
を
よ
り
立
ち
入
っ
て
分
析
し
つ
つ
、
上
述
の
「
矛
盾
」

を
い
か
に
整
合
的
に
理
解
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か
、
考
え
て
い

き
た
い
。

は

「
欲
」
と
そ
の
対
象
と
し
て
の
「
物
」

「
筍
子
」
に
お
い
て
、
「
欲
」
の
観
点
か
ら
把
握
さ
れ
る
人
間

飢
而
欲
食
、
寒
而
欲
暖
、
努
而
欲
息
、
好
利
而
悪
害
、
是
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人
之
所
生
而
有
也
。
是
待
而
然
者
也
。
是
禺
桀
之
所
同
也
。

（
非
相
）

あ
る
い
は

凡
人
有
所
一
同
、
飢
而
欲
食
、
寒
而
欲
暖
、
勢
而
欲
息
、

好
利
而
悪
害
、
是
人
之
所
生
而
有
也
。
是
無
待
而
然
者
也
。

是
禺
桀
之
所
同
也
。
目
辨
白
黒
美
悪
、
耳
辨
一
音
聲
清
濁
、
口

辨
酸
鰔
甘
苦
、
鼻
辨
芥
芥
腱
躁
、
骨
階
層
理
辨
寒
暑
疾
養
、

是
叉
人
之
所
生
而
有
也
。
是
無
待
而
然
者
也
。
是
禺
桀
之
所

同
也
。
（
榮
辱
）

ま

た夫
貴
爲
天
子
、
富
有
天
下
、
是
人
情
之
所
同
欲
也
。
（
榮

辱

）

と
、
同
質
な
存
在
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
が
、
「
欲
」
の
側

面
に
お
い
て
同
質
な
存
在
と
し
て
把
握
さ
れ
た
人
間
は
ま
た

「
性
」
の
側
面
に
お
い
て
も
同
質
な
存
在
と
し
て
把
握
さ
れ
て

い
る
。
「
筍
子
」
は
人
間
の
「
性
」
を
「
性
者
本
始
材
朴
也
」

（
禮
論
）
あ
る
い
は
「
散
名
之
在
人
者
。
生
之
所
以
然
者
、
謂

（

１

）

之
性
。
生
之
和
所
生
、
精
合
感
應
、
不
事
而
自
然
、
謂
之
性
。

性
之
好
悪
喜
怒
哀
樂
、
謂
之
情
」
（
正
名
）
と
規
定
し
、
「
欲
」

を
「
性
」
に
対
し
て
「
性
者
天
之
就
也
。
情
者
性
之
質
也
。
欲

者
情
之
應
也
」
（
正
名
）
と
関
係
づ
け
て
い
る
。

「
性
」
「
情
」
「
欲
」
三
者
の
内
容
と
そ
れ
ら
の
関
係
が
、
以

上
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
る
と
ぎ
、
「
欲
」
は
「
情
」
に
媒
介
さ

れ
た
「
本
始
材
朴
」
、
「
天
之
就
」
た
る
「
性
」
の
発
現
、
換
言

す
れ
ば
人
間
の
「
自
然
」
の
発
現
と
な
ろ
う
。
従
っ
て
「
欲
」

の
実
質
的
内
容
、
換
言
す
れ
ば
欲
求
の
対
象
が
す
べ
て
の
人
間

に
共
通
す
る
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
も
し
人
間
が
他
者
と
か
か
わ
り
な
く
、
孤
立
し

て
生
活
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ほ
し
い
ま
ま
の

欲
求
の
追
求
も
自
然
と
対
立
す
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
当
然
に

も
他
の
人
間
と
は
対
立
し
な
い
。
し
か
る
に
「
筍
子
」
に
よ
れ

ば
、
人
間
に
と
っ
て
他
者
と
か
か
わ
る
こ
と
は
不
可
避
で
あ

る
。
た
と
え
ば
「
筍
子
」
は
王
制
篇
で
以
下
の
よ
う
に
い
う
。

水
火
有
氣
而
無
生
、
草
木
有
生
而
無
知
、
禽
獣
有
知
而
無

義
。
人
有
氣
有
生
有
知
、
亦
且
有
義
、
故
最
爲
天
下
貴
也
。

力
不
若
牛
、
走
不
若
馬
、
而
牛
馬
爲
用
、
何
也
。
日
、
人
能

群
、
彼
不
能
群
也
。
人
何
以
能
群
。
日
、
分
。
分
何
以
能

行
。
日
、
義
。
故
義
以
則
和
、
和
則
一
、
一
則
多
力
、
多
力

則
彊
。
彊
則
勝
物
。
故
宮
室
可
得
而
居
也
。

こ
こ
で
は
、
「
力
不
若
牛
、
走
不
若
馬
」
る
人
間
に
、
た
と
え

ば
「
宮
室
に
住
ま
い
す
る
」
と
い
っ
た
生
存
形
態
が
可
能
と
な

る
の
は
、
「
群
」
す
る
か
ら
だ
、
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
富
国
篇
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で
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
》
故
百
技
所
成
、
所
以
養
一
人
也
。
而
能
不
能
兼
技
、
人
不

能
兼
官
。
離
居
不
相
待
則
窮
。
一
《
~

す
な
わ
ち
、
一
人
の
人
間
の
消
費
生
活
は
「
百
技
」
の
成
果
に

支
え
ら
れ
て
成
立
し
定
い
る
、
換
言
す
れ
ば
、
一
人
の
人
間
の

消
費
生
活
は
分
業
体
制
の
た
だ
な
か
に
置
か
れ
て
い
る
の
が
現

~~~
実
で
あ
り
、
人
間
が
「
能
不
能
兼
技
、
人
不
能
兼
官
」
で
あ
る

以
上
、
そ
の
現
実
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
「
離
居
不

相
待
則
窮
」
、
孤
立
し
て
生
活
を
営
む
こ
と
は
不
可
能
と
さ
れ

プ
（
》
○「

筍
子
」
に
お
い
て
、
同
質
の
欲
求
を
有
す
る
人
間
は
、
相

互
に
関
係
し
な
が
ら
生
活
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る

が
、
そ
う
し
た
人
間
が
、
お
の
お
の
そ
れ
ぞ
れ
に
欲
求
の
充
足

を
計
ろ
う
と
は
す
る
と
き
、
財
の
稀
少
性
を
原
因
と
し
て
人
間

相
互
が
争
い
、
「
群
」
、
す
な
わ
ち
関
係
自
体
が
解
体
す
る
恐
れ

が
あ
る
と
し
て
、
「
筍
子
」
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
で

に
ゑ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
以
下
に
引
用
す
る
。

夫
貴
爲
天
子
、
富
有
天
下
、
是
人
情
之
所
同
欲
也
。
然
則

從
人
之
欲
、
則
勢
不
能
容
、
物
不
能
贈
也
。
（
榮
辱
）

あ
る
い
は

勢
位
齊
而
欲
悪
同
、
物
不
能
稽
、
則
必
争
刃
孚
則
必
凱
、

凱
則
窮
芙
。
二
王
制
）

ま
た

天
下
害
生
縦
欲
。
欲
悪
同
物
、
欲
多
而
物
寡
、
寡
則
必
争

突
。
（
富
國
）

さ
ら
に人

生
而
有
欲
。
欲
而
不
得
、
則
不
能
無
求
。
求
而
無
度
量

分
界
、
不
能
不
争
。
孚
則
胤
、
副
則
窮
（
禮
論
）

栄
辱
篇
に
お
い
て
、
欲
求
は
「
勢
」
を
対
象
と
す
る
政
治
に
か

か
わ
る
欲
求
と
、
「
物
」
を
対
象
と
す
る
経
済
に
か
か
わ
る
欲

求
と
の
二
方
向
に
分
け
ら
れ
て
議
論
が
展
開
す
る
の
で
あ
る

が
、
こ
の
う
ち
、
〃
政
治
に
か
か
わ
る
欲
求
に
つ
い
て
は
、
「
筍

子
」
が分

均
則
不
偏
、
勢
齊
則
不
壹
、
衆
齊
則
不
使
。
有
天
有
地

而
上
下
有
差
。
明
王
始
立
而
虚
國
有
制
。
夫
雨
貴
之
不
能
相

事
、
雨
賤
之
不
能
相
使
、
是
天
数
也
。
（
王
制
）

と
述
べ
る
よ
う
に
、
欲
求
の
対
象
た
る
「
勢
」
を
増
加
さ
せ

る
、
た
と
え
ば
「
天
子
」
の
位
を
複
数
に
す
る
、
と
い
っ
た
解

決
は
不
可
能
で
あ
る
。
：
し
か
し
、
「
物
」
を
対
象
と
す
る
経
済

に
か
か
わ
る
欲
求
は
、
｜
対
象
た
る
「
物
」
~
の
生
産
を
増
大
さ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
人
間
に
充
足
可
能
だ
、
と
も
い

え
ま
ａ
・
ず
な
わ
ち
‐
弓
物
」
の
生
産
の
増
加
を
計
り
、
稀
少
性
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の
制
約
を
突
破
す
る
、
と
い
う
方
策
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
経
済

に
か
か
わ
る
欲
求
が
、
「
物
」
の
稀
少
性
の
制
約
に
よ
っ
て
充

足
さ
れ
ず
、
そ
こ
か
ら
同
質
の
欲
求
を
有
す
る
人
間
ど
う
し
の

争
い
が
生
ず
る
、
こ
う
し
た
事
態
を
防
ぐ
方
策
は
こ
の
方
策
に

限
ら
れ
は
し
な
い
。
「
欲
」
の
水
準
を
切
下
げ
、
で
き
れ
ば
極

小
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
事
実
上
「
物
」
の
稀
少
性
の
制
約
を

解
消
す
る
、
と
い
う
方
策
も
あ
る
。

「
筍
子
」
は
、
「
性
」
の
発
現
た
る
「
欲
」
と
「
物
」
、
換
言

す
れ
ば
人
間
の
内
な
る
自
然
と
「
物
」
と
の
関
係
に
根
ざ
し
た

「
争
」
、
人
間
相
互
の
関
係
の
解
体
を

夫
貴
爲
天
子
、
富
有
天
下
、
是
人
情
之
所
同
欲
也
。
然
則

從
人
之
欲
、
則
勢
不
能
容
、
不
能
艫
也
。
故
先
王
案
爲
之
制

禮
義
以
分
之
、
使
貴
賤
之
等
・
長
幼
之
差
・
知
愚
能
不
能
之

分
、
皆
使
人
載
其
事
而
各
得
其
宜
、
然
後
使
穀
隊
多
少
厚
薄

之
孵
。
是
夫
群
居
和
一
之
道
也
。
（
榮
辱
）
。

あ
る
い
は

分
均
則
不
偏
、
勢
齊
則
不
壹
、
衆
齊
則
不
使
。
有
天
有
地

而
上
下
有
差
。
明
王
始
立
而
虎
國
有
制
。
夫
雨
貴
之
不
能
相

事
、
雨
賤
之
不
能
相
使
、
是
天
數
也
。
勢
位
齊
而
欲
悪
同
、

物
不
能
婚
、
則
必
争
。
争
則
必
飢
、
創
則
窮
突
。
先
王
悪
其

胤
也
。
故
制
禮
義
以
分
之
、
使
有
貧
富
貴
賎
之
等
足
以
相
兼

臨
者
、
是
養
天
下
之
本
也
。
（
王
制
）

ま
た

先
王
悪
其
凱
也
。
故
制
禮
義
以
分
之
、
以
養
人
之
欲
、
給

人
之
求
、
使
欲
必
不
窮
乎
物
、
物
必
不
屈
於
欲
、
雨
者
相
持

而
長
。
是
禮
之
所
起
也
。
（
禮
論
）

と
あ
る
よ
う
に
「
禮
義
」
の
「
分
」
す
る
機
能
に
よ
っ
て
解
決
し

よ
う
と
す
る
。
か
く
て
「
禮
義
」
の
根
拠
は
、
集
団
を
形
成
せ

ざ
る
を
得
な
い
人
間
の
生
存
の
あ
り
方
Ｉ
そ
れ
が
必
然
で

あ
る
と
い
う
意
味
で
人
間
に
と
っ
て
の
自
然
と
い
え
る
Ｉ

と
人
間
の
内
な
る
自
然
と
し
て
の
「
性
」
の
発
現
た
る
「
欲
」

が
稀
少
な
「
物
」
を
欲
す
る
と
い
う
事
実
と
の
関
係
の
う
ち
に

あ
る
と
言
え
る
の
だ
が
、
こ
の
「
禮
義
」
は
、
す
く
な
く
と
も

経
済
に
か
か
わ
る
欲
求
の
充
足
に
関
し
、
人
間
の
「
欲
」
な
い

し
「
性
」
に
対
し
て
い
か
な
る
働
き
か
け
を
す
る
の
か
、
人
間

の
集
団
を
生
産
の
増
大
へ
む
け
組
織
化
す
る
方
向
で
働
く
の

か
、
あ
る
い
は
欲
求
の
極
小
化
す
る
方
向
で
働
く
の
か
、
こ
う

し
た
問
題
が
次
に
生
ず
る
。

こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
承
て
き
た
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
「
禮
」

が
「
群
」
を
形
成
し
て
い
く
原
理
と
し
て
把
握
さ
れ
る
よ
り

も
、
む
し
ろ
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
意
味
で
人
間
に

と
っ
て
す
で
に
前
提
と
し
て
あ
る
「
群
」
の
解
体
を
防
ぐ
原
理
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「
禮
」
と
「
欲
」

「
禮
」
の
機
能
に
つ
い
て
は
す
で
に
承
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

礼
論
篇
の
以
下
の
箇
所
の
議
論
を
再
び
み
て
桑
よ
う
。

禮
起
於
何
也
。
日
、
人
生
而
有
欲
。
欲
而
不
得
則
不
能
無

求
。
求
而
無
度
量
分
界
、
不
能
不
孚
。
争
則
乱
。
副
則
窮
。

先
王
悪
其
胤
也
。
故
制
禮
義
以
分
之
、
以
養
人
之
欲
、
給
人

之
求
、
使
欲
必
不
窮
乎
物
、
物
必
不
屈
於
欲
、
雨
者
相
持
而

長
。
是
禮
之
所
起
也
。

こ
こ
で
「
禮
」
は
「
欲
」
に
「
度
量
分
界
」
を
与
え
る
と
さ

れ
て
い
る
が
、
「
禮
」
が
「
欲
」
に
限
界
を
与
え
る
と
い
う
考

え
は
、
富
国
篇
に

足
國
之
道
、
節
用
裕
民
、
而
善
減
其
餘
。
節
用
以
禮
、
裕

民
以
政
。
彼
裕
民
故
多
餘
。
裕
民
則
民
富
、
民
富
則
田
肥
以

と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
の
こ
と
に

注
意
す
れ
ば
、
上
述
の
問
題
、
す
な
わ
ち
「
禮
」
が
人
間
の
集

団
を
生
産
の
増
大
へ
む
け
組
織
化
す
る
方
向
で
働
く
の
か
、
あ

る
い
は
欲
求
の
極
小
化
す
る
方
向
で
働
く
の
か
、
と
い
う
問
題

の
回
答
は
お
の
ず
と
明
白
で
あ
ろ
う
。
「
筍
子
」
に
お
け
る

「
禮
」
は
、
欲
求
の
極
小
化
す
る
方
向
で
働
く
の
で
あ
る
。
次

に
そ
の
こ
と
を
少
し
く
詳
細
に
み
て
い
き
た
い
。

易
、
田
肥
以
易
則
出
實
百
倍
。
上
以
法
取
焉
、
而
下
以
禮
節

用
之
、
餘
若
丘
山
、
不
時
焚
僥
無
所
減
之
。

と
あ
る
と
こ
ろ
に
も
み
ら
れ
る
。
「
節
用
以
禮
」
と
あ
る
よ
う

に
、
「
禮
」
に
「
節
用
」
の
機
能
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。言

う
ま
で
も
な
い
が
、
「
禮
」
が
「
欲
」
に
「
度
量
分
界
」

を
与
え
る
と
は
い
っ
て
も
、
す
べ
て
の
人
間
の
同
質
な
「
欲
」

を
ひ
と
し
な
糸
に
同
量
に
抑
え
る
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
生

来
的
に
は
差
異
の
な
い
人
間
の
「
欲
」
を
「
禮
」
は
差
異
を
つ

け
な
が
ら
抑
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
先
に

ゑ
た
礼
論
篇
に
「
制
禮
義
以
分
之
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
ま

た

夫
貴
爲
天
子
、
富
有
天
下
、
是
人
情
之
所
同
欲
也
。
然
則

從
人
之
欲
、
則
勢
不
能
容
、
不
能
贈
也
。
故
先
王
案
爲
之
制

禮
義
以
分
之
、
使
貴
賤
之
等
・
長
幼
之
差
・
知
愚
能
不
能
之

分
、
皆
使
人
載
其
事
而
各
得
其
宜
、
然
後
使
穀
職
多
少
厚
薄

之
禰
。
是
夫
群
居
和
一
之
道
也
。
（
榮
辱
）

あ
る
い
は

分
均
則
不
偏
、
勢
齊
則
不
壹
、
衆
齊
則
不
使
。
有
天
有
地

而
上
下
有
差
。
明
王
始
立
而
虚
國
有
制
。
夫
雨
貴
之
不
能
相

事
、
雨
賤
之
不
能
相
使
、
是
天
數
也
。
勢
位
齊
而
欲
悪
同
、



筍子における「欲」 と「物-」ハ戸

。、

物
不
能
潅
、
則
必
争
。
争
則
必
凱
、
凱
則
窮
美
。
先
王
悪
其

胤
也
。
故
制
禮
義
以
分
之
、
使
有
貧
富
貴
賤
之
等
足
以
相
兼

臨
者
、
是
養
天
下
之
本
也
。
（
王
制
）

そ
し
て
ま
た

禮
者
貴
賤
有
等
、
長
幼
有
序
、
貧
富
輕
重
皆
有
稻
者
也
。

（
富
國
）

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

「
禮
」
は
人
為
の
「
欲
」
を
差
異
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
お
い
て
、
冒
頭
に
述
べ
た
「
矛
盾
」
は
以
下
の
よ
う
に

理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
「
禮
」
に

よ
っ
て
差
異
化
さ
れ
る
以
前
の
「
性
」
に
基
づ
く
「
欲
」
と
の

相
対
的
な
関
係
に
お
い
て
、
た
し
か
に
「
物
」
は
不
足
し
て
お

り
、
そ
こ
に
欲
求
の
充
足
を
め
ぐ
る
諸
個
人
間
の
争
い
は
起
い

り
う
る
。
し
か
し
、
「
禮
」
に
よ
っ
て
差
異
化
さ
れ
て
し
ま
っ

た
後
の
「
欲
」
の
総
量
、
そ
れ
以
前
の
「
欲
」
の
総
量
を
は
る

か
に
下
回
る
総
量
に
比
し
た
と
き
、
「
物
」
は
相
対
的
に
き
わ

め
て
豊
富
に
な
る
。
「
物
」
の
稀
少
性
の
問
題
は
、
「
欲
」
の
極

小
化
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
富
国
篇
に

ゑ
ら
れ
る

夫
天
地
之
生
萬
物
也
、
固
有
餘
足
以
食
人
英
。
肺
葛
繭

糸
、
鳥
獣
之
羽
毛
歯
革
也
、
固
有
餘
足
以
衣
人
突
。

ま
た

若
是
則
萬
物
得
其
宜
、
事
蕊
得
其
應
、
上
得
天
時
、
下
得

地
利
、
中
得
人
和
、
財
貨
津
潭
如
泉
源
、
坊
坊
如
河
海
、
暴

暴
如
丘
山
、
不
時
焚
僥
無
所
減
之
。

あ
る
い
は

足
國
之
道
、
節
用
裕
民
、
而
善
城
其
餘
。
節
用
以
禮
、
裕

民
以
政
。
彼
裕
民
故
多
餘
。
裕
民
則
民
富
、
民
富
則
田
肥
以

易
、
田
肥
以
易
則
出
實
百
倍
。
上
以
法
取
焉
、
而
下
以
禮
節

用
之
、
餘
若
丘
山
、
不
時
焚
僥
無
所
減
之
。

と
あ
る
、
ほ
と
ん
ど
空
想
的
と
も
い
え
る
自
然
の
生
産
力
に
た

い
す
る
楽
天
的
な
見
解
は
、
「
禮
」
に
よ
っ
て
差
異
化
さ
れ
、

総
量
に
お
い
て
極
小
化
さ
れ
た
状
態
に
お
け
る
「
欲
」
と
「
物
」

と
の
関
係
に
基
づ
い
て
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
「
禮
」
の
「
欲
」
な
い
し
そ
の
根
拠
で
あ
る
「
性
」
、

す
な
わ
ち
人
間
の
内
な
る
自
然
、
へ
の
働
き
か
け
を
、
「
筍
子
」

は
性
悪
篇
に
お
い
て
「
化
」
な
る
語
で
表
現
す
る
。
次
に
そ
の

用
例
を
示
そ
う
。

今
人
之
性
、
生
而
有
好
利
焉
。
（
中
唇
）
然
則
從
人
之
性
、

順
人
之
情
、
必
出
於
争
奪
、
合
於
犯
文
乱
理
、
而
歸
於
暴
。

故
必
將
有
師
法
之
化
禮
義
之
道
、
然
後
出
於
鮮
讓
、
合
於
文

理
、
而
歸
於
治
。
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あ
る
い
は

古
者
聖
王
以
人
之
性
悪
、
以
爲
偏
瞼
而
不
正
、
胤
惇
而
不

治
、
是
以
爲
之
起
禮
義
制
法
度
、
以
矯
飾
人
之
情
性
而
正

之
、
以
擾
化
人
之
惰
性
而
導
之
也
。
使
皆
出
於
治
、
合
於
道

者
也
。
今
之
人
、
化
師
法
、
積
文
學
、
道
禮
義
者
、
爲
君

子
、
縦
惰
性
、
安
窓
唯
、
而
遠
禮
義
者
、
爲
小
人
。

ま
た

故
聖
人
化
性
而
起
偏
、
億
起
而
生
禮
義
、
禮
義
生
而
制
法

度
。
然
則
禮
義
法
度
者
、
是
聖
人
之
所
生
也
。
（
中
署
）
且

化
臘
義
之
文
理
、
若
是
則
讓
乎
國
人
突
。
故
順
惰
性
、
則
弟

兄
争
美
、
化
禮
義
、
則
讓
乎
國
人
突
。

ま
た

故
爲
之
立
君
上
之
執
以
臨
之
、
明
禮
義
以
化
之
、
起
法
正

以
治
之
、
重
刑
罰
以
禁
之
、
使
天
下
皆
出
於
治
、
合
於
善

也
。
是
聖
王
之
治
、
而
禮
義
之
化
也
。

ま
た

今
人
之
性
悪
、
必
將
待
聖
王
之
治
禮
義
之
化
、
然
後
皆
出

於
治
、
合
於
善
也
。

こ
れ
ら
の
用
例
に
お
い
て
、
共
通
し
て
翠
ら
れ
る
考
え
方
は
、

「
悪
」
な
る
「
性
」
を
「
禮
」
が
「
化
」
す
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
が

故
拘
木
必
將
待
隠
括
蒸
矯
、
然
後
直
。
鈍
金
必
將
待
碧

属
、
然
後
利
。
今
人
之
性
悪
必
將
待
師
法
、
~
然
後
正
、
得
禮

義
、
然
後
治
。
（
性
悪
）

あ
る
い
は

故
隠
括
之
生
、
爲
拘
木
也
。
繩
墨
之
起
、
爲
不
直
也
。
立

君
上
、
明
禮
義
、
爲
性
悪
也
。
用
此
槻
之
、
然
則
人
之
性
悪

明
美
。
其
善
者
偏
也
。
直
木
不
待
隠
括
而
直
者
、
其
性
直

也
。
杓
木
必
將
待
隠
括
蒸
矯
、
然
後
直
者
、
以
其
性
不
直

也
。
今
人
之
性
悪
、
必
將
待
聖
王
之
治
禮
義
之
化
、
然
後
皆

出
於
治
、
合
於
善
也
。
用
此
襯
之
、
然
則
人
之
性
悪
明
美
。
~

其
善
者
傭
也
。
（
性
悪
）

と
し
て
曲
が
っ
た
木
を
真
っ
直
ぐ
に
し
た
り
、
鈍
い
刃
物
を
鋭

く
し
た
り
す
る
職
え
と
と
も
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
筍
子
」
冒
頭
の
勧
学
篇
に
「
木
直
中
縄
、
鰊
以
爲
輪
、
其
曲

中
規
。
雌
有
槁
暴
、
不
復
挺
者
、
軽
使
之
然
也
。
故
木
受
細
則

直
、
金
就
礪
則
利
」
と
あ
っ
て
、
ひ
と
た
び
曲
が
っ
た
木
は
も

う
も
と
に
戻
ら
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、

性
悪
篇
の
こ
の
職
え
は
、
「
禮
義
」
に
よ
っ
て
「
化
」
さ
れ
た

「
性
」
が
も
は
や
ふ
た
た
び
「
悪
」
に
戻
ら
な
い
こ
と
を
示
唆

（

２

）

す
る
で
あ
ろ
う
。

「
性
」
を
「
化
」
す
る
と
い
う
用
例
は
、
性
悪
篇
ば
か
り
で



な
く
儒
効
篇
に
も
象
ら
れ
る
。

故
有
師
法
者
人
之
大
寶
也
。
無
師
法
者
人
之
大
映
也
。
人

無
師
法
則
隆
性
笑
、
有
師
法
則
隆
積
美
。
而
師
法
者
所
得
乎

積
、
非
所
受
乎
性
。
性
不
足
以
濁
立
而
治
、
性
也
者
吾
所
不

能
爲
也
．
然
而
可
化
也
。
積
也
者
、
非
吾
所
有
也
、
然
而
可

爲
也
。
注
錯
習
俗
所
以
化
性
也
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
性
」
は
「
不
足
以
猫
立

伽
而
治
」
「
吾
所
不
能
爲
也
」
と
さ
れ
て
は
い
る
が
、
ま
た
一
方

ｒと
「
可
化
」
と
さ
れ
、
「
注
錯
習
俗
」
が
「
性
」
を
「
化
」
す
、

Ｊ
と
さ
れ
て
い
る
。
「
注
錯
習
俗
」
の
「
欲
」
に
対
す
る
、
換
言

欲ｒ
す
れ
ば
人
間
の
内
な
る
自
然
に
対
す
る
働
き
か
け
を
「
筍
子
」

蝿
は
「
化
」
と
表
現
す
る
の
で
あ
る
。

幸
と
こ
ろ
で
、
「
化
」
な
る
語
は
、
そ
も
そ
も
「
人
」
と
「
七
」

識
と
に
従
い
、
死
人
の
倒
錯
し
て
い
る
形
で
あ
り
、
「
七
」
が
初

文
、
死
去
、
化
去
、
も
と
に
戻
り
得
る
変
化
で
は
な
く
し
て
、
（

３

）

も
は
や
も
と
に
戻
ら
な
い
不
可
逆
的
な
変
化
を
意
味
す
る
。

「
筍
子
」
自
身
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
「
化
」
は
「
壯
鍵
而
實
無

別
而
爲
者
、
謂
之
化
」
（
正
名
）
と
あ
っ
て
、
あ
る
も
の
に
つ

い
て
の
状
態
の
変
化
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
変
化
は
、
「
長
還

而
不
反
其
初
則
化
芙
」
（
不
筍
）
と
あ
る
よ
う
に
ひ
と
た
び

説
「
化
」
さ
れ
て
、
も
は
や
も
と
に
は
戻
ら
な
い
変
化
な
の
で
あ

る
。
「
化
」
が
こ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
禮
」
な

い
し
「
注
錯
習
俗
」
に
よ
っ
て
「
化
」
さ
れ
た
「
性
」
が
も
は

や
そ
の
本
来
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
「
自
然
性
」
に
た
ち
か
え

る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
。
ひ
と
た
び
「
化
」
さ
れ
た
「
性
」

は
、
そ
れ
以
後
「
禮
」
や
「
注
錯
習
俗
」
と
対
立
す
る
こ
と
は

な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
ひ
と
た
び
「
化
」
し
た
後
、
「
禮
」
や

「
注
錯
習
俗
」
は
「
性
」
の
発
動
を
不
断
に
抑
圧
し
つ
づ
け
る

必
要
は
な
い
、
勧
学
篇
お
よ
び
性
悪
篇
の
職
え
を
用
い
れ
ば
、

ひ
と
た
び
木
を
矯
正
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
に
は
、
も
う
力
を
加

え
続
け
る
必
要
は
な
い
。
「
軽
む
る
こ
と
こ
れ
を
し
て
然
ら
し

め
し
な
り
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

お

わ

り

に

こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
「
筍
子
」
の
世
界
に
お
い
て
、
「
性
」

の
発
現
た
る
「
欲
」
は
、
~
「
性
」
そ
の
も
の
が
「
禮
」
に
よ
っ

て
「
化
」
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
極
小
化
さ
れ
、
従
っ
て
「
物
」
の

稀
少
性
の
問
題
も
、
問
題
そ
れ
自
体
が
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
「
欲
」
の
極
小
化
は
、
ま
た
自
然
の

生
産
力
の
相
対
的
極
大
化
を
も
た
ら
す
。
か
く
て
「
性
」
が

「
礼
」
に
よ
っ
て
「
化
」
さ
れ
た
世
界
に
お
い
て
、
「
物
」
の

生
産
の
問
題
も
人
間
の
営
み
を
煩
わ
す
こ
と
な
く
、
自
然
そ
れ
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自
体
で
解
決
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
欲
求
の

水
準
が
極
小
化
し
て
い
る
以
上
、
欲
求
の
対
象
た
る
「
物
」
を

め
ぐ
っ
て
人
間
が
他
者
と
対
立
す
る
と
い
う
事
態
は
、
有
り
得

な
く
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
世
界
に
お
い
て
、
人
間

は
他
者
と
か
か
わ
り
な
く
存
立
す
る
こ
と
の
可
能
な
自
足
し
た

存
在
で
あ
り
、
同
時
に
他
者
を
犯
す
こ
と
の
な
い
、
そ
の
意
味

で
は
他
者
は
共
存
し
う
る
、
協
力
的
に
共
存
す
る
の
で
は
な
く

し
て
、
他
を
犯
さ
な
い
、
相
互
に
か
か
わ
ら
な
い
と
い
う
意
味

で
の
共
存
で
は
あ
る
が
、
存
在
な
の
で
あ
る
。

（
１
）
原
文
に
「
性
之
和
所
生
」
と
あ
る
の
を
王
先
謙
に
従
っ
て

「
生
之
和
所
生
」
と
改
め
た
。

（
２
）
福
井
文
雅
氏
の
論
文
「
出
藍
の
誉
れ
ｌ
『
筍
子
』
勧
学
篇

の
意
図
と
構
造
）
（
「
鈴
木
由
次
郎
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
」

所
収
一
九
七
二
年
。
の
ち
同
氏
著
「
中
国
思
想
研
究
と
現

代
」
隆
文
館
所
収
。
一
九
九
一
年
）
は
勧
学
篇
の
引
用
箇
所

を
性
悪
篇
の
引
用
箇
所
と
関
連
づ
け
て
解
釈
し
て
い
る
。
同

論
文
の
注
十
参
照
。

な
お
、
小
稿
で
は
、
性
悪
篇
を
「
筍
子
」
思
想
の
一
つ
の

方
向
へ
の
発
展
と
考
え
、
必
ず
し
も
異
質
な
も
の
へ
の
転
化

と
は
考
え
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
本
文
に
あ
る
と
お
り
で

あ

る

。

（
３
）
白
川
静
氏
「
字
統
」
に
よ
る
。


